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実施方針等に関する個別対話の回答
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実施方針に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a 項目等 確認内容 回答

1 1 第1 1 (4)

基本的な考え
方

「基本理念」「基本方針」「施設整備方針」を書面にて交付いただ
けますでしょうか。

「姶良市新学校給食センター整備基本計画」を参照ください。

2 1 第1 1 (4)

資料の優先順
位

上記3資料と今回配布済みの実施方針および要求水準書に相
違があった場合は実施方針および要求水準書を優先するものと
考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。書類間で齟齬（または相違）があった場
合には、時系列として後に公表した書類を正としてください。

3 1 第1 1 (5) ア (ア) a

事業用地 「事業用地」の敷地図について：市では事業用地のCADデータを
保有されていないとの回答でしたが、今後、用地のCADデータを
公表されることは無いとの解釈でよろしいでしょうか。

本施設を建設する用地の北側の増田484-4については、測量を
行っていますので、地積測量図を提示します。ただし、468-1ほ
かについては、測量を実施していませんので、任意の点間の辺
長など簡易的なものが提示できないか検討します。

4 1 第1 1 (5) ア (ア) a

事業用地 本施設を建設する用地に立ち入って現地の状況を確認すること
は可能でしょうか。

事前に市へ連絡を行い、調整したうえで、本施設を建設する用
地に立ち入ることを許可します。
本施設を建設する用地への地立ち入りを希望する場合には、事
前に実施方針P.17に記載の問い合わせ先へ連絡してください。

5 6 第1 7

敷地面積 リスク分担表の№34に「市が実施した測量・調査」、№35「事業者
が実施した測量・調査」のとありますが、市が今後、敷地測量を
行う予定はございますでしょうか。

市が敷地測量を行う予定はありません。

6 6 第1 7

敷地面積 市で敷地測量は実施しないとのことですが、提案にあたっての根
拠となる敷地図を提示いただきたい。

本施設を建設する用地の北側の増田484-4については、測量を
行っていますので、地積測量図を提示します。ただし、468-1ほ
かについては、測量を実施していませんので、任意の点間の辺
長など簡易的なものが提示できないか検討します。

7 7 第2 2 (2) ア (ア） b

配送校の見学 「実施方針等に関する質問及び意見への回答」内の実施方針に
関する質問への回答No.9に「入札公告後の夏季休暇中におい
て、給食室内部も含めた各配送校の見学会を実施することが可
能か検討します。」との記載がございますが、入札公告後という
こであれば、7月下旬に開催するという認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

8 7 第2 2 (2) ア (ア） b

配送校の見学 また、上記の見学会開催時に「資料12配膳室整備対象校の改
修計画（参考）」内の動線計画図も各配送校分お示しいただける
という認識でよろしかったでしょうか。

資料12は、配膳室整備対象校における改修の方法等の参考資
料として示すものです。配膳室整備対象校以外の対象校におけ
る動線計画図を公表する予定はありません。
各配送校における動線については、事業者の提案によるものと
します。
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実施方針に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a 項目等 確認内容 回答

9 12 第2 3 (2) イ （エ） a

維持管理業務
を行う者の参加
資格要件

維持管理業務を行う全ての企業が令和６・７年度入札参加資格
者名簿の「庁舎等の管理等業務委託」に登録されていることと
なっておりますが、「庁舎等の管理等業務委託」の登録内容の中
に本事業の維持管理業務の内容である厨房機器等保守管理業
務や食器・食缶等の更新業務は含まれておりません。維持管理
業務を行う全ての企業は本市の令和６・７年度入札参加資格者
名簿のいずれかの項目に登録されていること、と変更していただ
けないでしょうか。

ご意見を踏まえ、「ａ　本市の令和６・７年度入札参加資格者名簿
のいずれかに登録されていること。」に修正します。

10
資料

１

物価変動 建設物価の変動対応について 今後、入札説明書等で公表します。

11
資料

１

物価変動 運営維持管理の物価変動について 今後、入札説明書等で公表します。

12
資料

１

資料1
リスク分担表
No.22
物価変動

運営維持管理の物価変動について 物価変動によるサービスの対価の改定については、今後、入札
説明書等で公表します。

13
その他 審査の基準に関して、地域貢献についてはどのように考えてい

るでしょうか。
入札公告時に公表する落札者決定基準にて提示します。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

1 6 第1 7

事業敷地 敷地形状を正確に把握したいため、令和5年7月公表に基本計
画【概要版】に添付されている図1　配置計画図のCADデータ等
をご提供いただけないでしょうか。

本施設を建設する用地の北側の増田484-4については、測量を
行っていますので、地積測量図を提示します。ただし、468-1ほ
かについては、測量を実施していませんので、任意の点間の辺
長など簡易的なものが提示できないか検討します。

2 7 第1 8 (2)

提供食数 食物アレルギー対応について、１人／日あたり最大何品提供を
想定されていますでしょうか。また、想定されている容器・配送方
法があればご教示下さい。

アレルギー対応食は最大１品を想定しています。また、容器・配
送方法は事業者の提案によるものとします。

3 8 1 8 (6)

事業の概要 小学校・小食数小学級について、食缶を共通にするのではなく
食数に見合った食缶での提供は可能でしょうか
また、各配送校における食缶数について、教えてください。

食缶は各配送校における食数に応じたものとすることで構いま
せん。
また、各配送校における食缶数について、資料提示を検討しま
す。

4 9 第2 2

配置計画 建物本体計画敷地の西側と南側に水路があり、計画敷地が接
道しておりませんが、現段階で工期に関わるような手続きはな
いと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 9 第2 2

配置計画 建物本体計画敷地の西側と南側に水路について、建物新設に
伴い、水路の撤去新設はないと考えてよろしいでしょうか。

本事業の実施に伴う水路の付け替え等は想定しておりません
が、車両等の横断のための架橋に伴う改修工事は必要と考え
ています。

6 9 第2 2

配置計画 敷地南側のプレハブトイレの前面に給水管がありますが、添付
資料では確認できませんでした。こちらの扱いについてご教示く
ださい。

プレハブトイレ用の給水管と思われますが、現在、プレハブトイ
レは使用していませんので、敷地整備時にプレハブトイレと併せ
て、給水管も撤去してください。

7 9 第2 2

配置計画 水路に関して担当課へ確認・協議をしてもよいでしょうか。 問題ありません。確認・協議にあたっては、耕地課へお問い合
わせください。

8 10 第2 3

ゾーニング・諸
室配置・動線計
画

基本計画時で１階、２階の床面積の想定をご教示頂けますで
しょうか。

基本計画策定時の床面積は開示しません。
施設の配置計画等については、事業者の提案によるものとしま
す。

9 10 第２ 3

ゾーニング・諸
室配置・動線計
画

２階に一部厨房機器を設置（炊飯ライン／食物アレルギー対応
調理室等）する想定はありますでしょうか。
また、作業スペースの確保等を考慮した場合に、そのような提
案はお認め頂けますでしょうか。

施設の階数等について市の想定はありません。
衛生面、作業面で問題がないのであれば、一部の厨房機器を2
階に設置することは可能です。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

10 10 第２ 3 (1) エ

ゾーニング・諸
室配置・動線計
画

準備室（=前室）について：汚染作業区域と非汚染作業区域を分
けて設置と回答を頂きましたが、分けて設置となると各前室ス
ペースが狭小にならざるを得ないと考えます。限られた敷地で
の施設計画を鑑み、今一度、前室を1室としての計画をお認めい
ただけるよう、ご再考いただけないでしょうか。

衛生管理面を考慮し、汚染作業区域と非汚染作業区域の前室
は区分することを想定しています。

11 10 第2 3 (2) ア

バリアフリー 一般エリアは「バリアフリー及びユニバーサルデザイン配慮した
計画とすること。」とありますが、一般エリア内の事業者専用部
分におけるトイレを多目的トイレにするかどうかは、事業者の提
案に委ねられると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 11 第2 3 (3) ア

給食エリア(泥
落とし室)

【要求水準書（案）に関する質問への回答No.51より】
球根皮むき機により人参や玉ねぎの処理も行うとのご回答を頂
きましたが、球根皮むき機にて処理を行なうことで、人参は毛羽
立ち、玉ねぎは滑りやすくなるため、廃棄量の増加、見た目や作
業性が悪さ、怪我の発生等に繋がる事も考えられます。そのた
め、No52のご回答と同様に事業者の提案によるものとして頂くこ
とはできますでしょうか。また、お示し頂いた食材の他に球根皮
むき機を使用する食材はございますでしょうか。

作業面で問題がないのであれば、事業者の提案によるものとし
ます。また、要求水準書11ページに記載の根菜類以外の使用
は想定していません。

13 11 2 3 (3) ア ①

泥落とし室 泥付きの根菜類等を処理できるスペースと、球根皮むき器設置
する部屋は同室でよろしいでしょうか。

構いません。

14 12 2 3 (3) ア ④

野菜下処理室 「地産品の野菜を手切りよる切裁ができる設備を整えること」と
ありますが、具体的な物量をご教示ください。また、切裁機での
処理でよろしいでしょうか。

現時点では、数量等をお示しすることはできませんが、切裁機
については、それで処理することは構いません。

15 12 第2 3 (3) ア

給食エリア(冷
蔵庫(室)、冷凍
庫(室)

【要求水準書（案）に関する質問への回答No.56より】
冷蔵庫、冷凍庫は事業者提案によるものとされていますが、1週
間分程度の調理指示書を頂くことはできますでしょうか。
また、献立表を拝見していますと、スイカの提供がある献立がご
ざいます。本施設でもスイカの提供は考えられておられるでしょ
うか。その場合、スイカは大玉又は小玉のものが丸のままの入
荷でしょうか。1つのスイカで何名分程度が目安となりますでしょ
うか。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.258に記載のとおり、
調理指示書については、入札公告までに要求水準書の添付資
料として追加することを検討します。
　当施設においてもスイカの提供は想定しています。その際は、
小玉スイカになり、スイカ単体で提供するのであれば、１玉で16
人分を想定しています。なお、フルーツポンチの具材として提供
するもとも考えられます。

16 12 第2 3 (3) ア

冷蔵庫(室)、冷
凍庫(室)

要求水準書（案）に関する質問への回答No58において、
冷凍うどんの記載がありますが、納入時の大きさをご教授くださ
い。

既存の給食センターに納品される冷凍うどんは、高さ18cm　長さ
43cm　奥行21cmの段ボールに梱包されています。１箱には、
200g×５玉のパックが６パック梱包されています。ただし、将来
的に食材メーカーが規格等の変更をするなど、現時点では把握
できませんので、想定はできないところです。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

17 13 第２ 3 (3) ア

容器・器具洗浄
室、運搬用カー
ト等洗浄コー
ナー

容器・器具洗浄室（汚染区域エリア）について：野菜類用及び
肉・魚・卵類用に区分して設置とご回答を頂きました。しかしなが
ら、スペース的に２箇所に区分して設置するのはとても厳しく、
設けたとしてもスペースが狭小になると考えます。作業性や限ら
れたスペースの有効活用の観点より、今一度、エリア中央付近
に１箇所設置とする計画をお認め頂けるよう、ご再考いただけな
いでしょうか。

衛生管理面を考慮し、容器・器具洗浄室は野菜類用及び肉・
魚・卵類用に区分して設置してください。

18 14 第2 3 (3) ア

揚 げ 物 ・ 焼
き 物 ・ 蒸し物
室

③ ソース・たれ等の調理を行うための釜を備えること。衛生上の
問題なければ、炊飯室における混ぜご飯の具材調理用の釜とし
て共用可とする。とございますが、衛生上問題なければ煮炊き
調理室の回転釜を使用することでもいですか。また、後混ぜの
具は、1食あたり何グラムですか。

ソース・たれ等の調理を行うための釜は、煮炊き調理室の回転
釜とは区分してください。後混ぜの具は、小学校で40gから50g程
度を想定しています。中学校はその1.3倍程度を想定します。

19 14 第2 3 (3) ア

食 器 ・ 食
缶 等 コ ン
テ ナ 回 収
用風除室

なお、数種類の配送車両を調達する場合は、それぞれの規格に
応じたドックシェルターを設けること。 と記載ですが、軽トラック
等に合わせて専用るドックシェルターを設けることは効率的では
ないと考えます。衛生的に積み込むことができれば、別の方法
で軽トラック等に積み込むことでもよいですか。

構いません。

20 14 第2 3 (3) ア

添 物 用 仕
分室

①　冷蔵庫、冷凍庫は温度の切り替えができれば1台でよいで
すか。
②　①が不可の場合、A献立の約4,000食分の容量の冷蔵庫と
冷凍庫を設ければよいですか。
③　容量選定にあたり、ゼリーが最大の大きさなりますか。合わ
せてサイズをご教示下さい。
④　添物仕分コーナーで計画することが不可の理由をご教示下
さい。
⑤　ゼリーは各クラス分を袋等に入れて学校へ配送することで
よいでしょうか。

①温度の切り替え管理を適切にできるのであれば、冷蔵庫・冷
凍庫を兼用しても構いません。
③ゼリーの大きさは40g程度となります。
④要求水準書（案）に関する質問への回答No.113を、「添物用仕
分室は,非汚染区域内で衛生管理が徹底できるのであれば、
コーナーでも可とします。」に修正します。
⑤お見込みのとおりです。学校に直接納品される可能性もあり
ます。

21 15 第2 3 (3) ア

煮炊き調理室 麺類の調理について、麺をゆでた釜を次の工程でも使用するこ
とは、釜の2回転調理や使いまわしに該当しますでしょうか。

該当します。

22 15 第2 3 (3) ア

和え物準備室、
和え物室

要求水準書（案）に関する質問への回答No84において、
『どちらの献立にも揚げ物または和え物の提供を行うことはあり
ません。』と記載がありますが、和え物についてもA献立・B献立
同時に提供することがないとの理解でよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

23 15 第2 3 (3) ア

給食エリア（和
え物準備室、和
え物室）

高速度ミキサーの使用用途において、回答No98の和え物準備
室、和え物室と回答No79の野菜上処理(切裁)室で同様に「みそ
やカレールウの攪拌等を想定しています。」と記載があります。
①みそやカレールウの攪拌等に使用する高速度ミキサーは和
え物準備室、和え物室と野菜上処理(切裁)室で兼用としてもよろ
しいでしょうか。
②兼用しない場合は、和え物調理において使用する高速度ミキ
サーの用途をご教示いただけないでしょうか。（補足：ドレッシン
グの調理は想定されていますか）

要求水準書（案）15ページの、和え物準備室、和え物室の⑤を
「果物用カット機械 及び高速ミキサーを設置すること。」に修正し
ます。併せて、要求水準書（案）に関する質問への回答No.98を、
「高速ミキサーは削除します。」に修正します。

24 16 第２ 3 (3) ア

給食エリア（添
物用仕分室）

添物の提供パターンとして２献立時の冷凍品・冷蔵品の同時入
荷のパターンはありますか。

献立によっては、その可能性もあります。

25 16 第2 ３ (3) ア

給食エリア
（添物用仕分
室）

ゼリー、みかんジュース、ヨーグルトなどのの納入時のサイズを
ご教授下さい。また、これらは袋に入った状態で納品され、その
まま提供する想定でしょうか。

前段：学校等に納品されるゼリー等は、高さ７cm　長さ35cm　奥
行28cmの段ボールに梱包されています。ただし、将来的に食材
メーカーが規格等の変更をするなど、現時点では把握できませ
んので、想定はできないところです。
後段：お見込みのとおりです。

26 16 2 3 (3) ア ②

添物用仕分け
室

添物の納品量を考慮して、適切な広さを確保すること記載があ
りますが、冷蔵品・常温品の具体的な物量をご教示願います。

現時点での想定はありません。

27 17 第2 3 (3) ア

給食エリア（洗
濯・乾燥室）

事業者用洗濯・乾燥室について：室は1室での計画とし、室内で
使用する洗濯・乾燥機を、汚染作業区域用と非汚染作業区域用
で区分すれば良いとの解釈で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

28 17 第3 5 (11) ア (ウ)

給食配送・回収
業務

揚げパン調理について：揚げパン調理の頻度によりますが年に
数回と想定されます。そのためだけにパン箱を別途用意すると
なると、コンテナ及び食缶消毒保管機増大を懸念します。献立
調整で、食缶保有点数を増やさないようご考慮頂けますでしょう
か。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.258を、「本施設では
揚げパンの調理は、実施しません。」に修正します。

29 18 第2 ３ (3) ア

防災用食糧備
蓄庫

要求水準書（案）に関する質問への回答No134において、救急カ
レーの梱包サイスの記載がありますが、150g、250gどちらの救
急カレーを備蓄すればよろしいでしょうか。

小学校は150ｇ、中学校は250ｇ、幼稚園の備蓄はありません。

30 18 第2 ３ (3) ア

防災用食糧備
蓄庫

幼稚園の備蓄はないとのことですが、防災用測量備蓄庫には、
6,500食分の救急カレーが置くことができるようにする必要があ
るでしょうか。

お見込みのとおりです。

31 18 第2 ３ (3) ア

防災用食糧備
蓄庫

備蓄倉庫は敷地内に整備すれば、給食センターの建物外でも
問題ないでしょうか。

問題ありません。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

32 18 第2 3 (3) ア

防災用食糧備
蓄庫

防災用食糧備蓄庫の容量については、救給カレー6,500食分（ご
回答の段ボールサイズにて）を保存できるスペースを確保すれ
ば良いとの解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

33 21 第２ 3 (3) イ

外構 要求水準書（案）に関する質問への回答（No.32）で、フェンスの
撤去は想定していないとの事でしたが、フェンスの有無について
再度伺いたいです。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.32に記載のとおりと
します。

34 32 2 9 (1) (ウ) a  

調理・加工機器 給水・給湯の足踏み式は必須でしょうか 給水・給湯については、足踏み式に限ったものではありません
ので、足踏み式に限らず、衛生的に作業ができ、調理従事者の
使いやすさに配慮した構造としてください。

35 34 第2 9 (2) カ

食器・食缶　配
膳器具類

【要求水準書（案）に関する質問への回答No.207より】
食器の種類と質問No257で一人分の調理量をお示し頂きました
が、質問No58のご回答で、うどんの提供や献立表内にラーメン
の提供等もございます。これら麺類はお椀での提供と考えて宜
しいでしょうか。その際、一人当たりの調理量は何グラム（ml）程
度でお考えでしょうか。

麺類も汁椀での提供で、通常の汁・煮物と同様の分量を想定し
ています。

36 34 第2 9 (2) カ

食器・食缶　配
膳器具類

食器について：使用食器は3種類（お椀・平皿・小皿）との回答を
頂きましたが、1人あたりの食器保持点数がこの3種類との解釈
でよろしいでしょうか。また、常時3種類の使用で、2種類しか使
用しない日は無いと解釈してよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.207を、「食器は飯
椀、汁椀、平皿、小皿の４種類を想定しています。具体的なサイ
ズ等については、以下のとおりを想定しています。
●飯椀・汁椀140㎜×58㎜　465ml
　ただし、飯椀と汁椀は、色もしくは柄を変える。
●平皿180㎜×39㎜　580ml
●小皿145㎜×33㎜　310ml
後段：１回の食器の使用点数は、基本的に3点と想定していま
す。」に修正します。
使用食器は、常時３種類の使用を想定し、２種類のみを使用す
る日は想定していません。

37 28 第2 6 カ

(ア) 本施設及び敷地全体の防犯・安全管理上、監視カメラを必
要な箇所に設置し、モニターによる一元管理を行えるものとする
こと。
(イ) 警備システムについては適切に整備すること。
と記載しておりますが、（ア）→敷地内に防犯カメラを設置。（イ）
→施設に機械警備を設置。という認識で宜しいのでしょうか。

お見込みのとおりです。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

38 34 第2 9 (2) カ

食器・食缶　配
膳器具類

トレイについて：小学校は個人所有、中学校は学校所有と回答
を頂きましたが、中学校のトレイは各学校で洗浄・保管され（3期
休業期間中以外）、新センターでの洗浄・保管は無いとの解釈で
間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

39 34 第2 9 (2) カ

食器・食缶・配
膳器具類

小学校・中学校のトレーサイズをご教授下さい。
またトレーに関しては各学校での保管と考えて宜しいでしょう
か。
保管については配膳室or各教室での保管を想定されています
か。

小学校は33ｃｍ×33ｃｍ、中学校は35ｃｍ×26ｃｍで、どちらも教
室で保管しています。

40 34 第2 9 (2) カ

食器・食缶・配
膳器具類

質問回答Ｎo.206
トレイの調達は、事業範囲外と理解してよいですか。また、小学
校、中学校で使用しているトレイの形状や大きさをご教示下さ
い。

お見込みのとおりです。トレイは小学校で33ｃｍ×33ｃｍ、中学
校で35ｃｍ×26ｃｍです。

41 34 第２ 9 (2) カ

食器・食缶・配
膳器具類

小学校は個人所有のトレーの使用を想定されておりますが本事
業での調達は不要との認識で宜しいでしょうか。
また中学校のアルミトレーについては材質・サイズ等は事業者
提案との考えで宜しいでしょうか。

小学校、中学校どちらのトレイも、本事業で調達する必要はあり
ません。

42 34 第２ 9 (2) カ

食器・食缶・配
膳器具類

想定されている食器はお椀、平皿、小皿の３種類とありますが
提供時にお椀　２種＋小皿のような同じ食器を２種類ご使用され
る提供パターンはございますか。
またお椀についてはご飯や汁物によってサイズが異なる事はな
いとの措定で宜しいでしょうか。
出来ればお椀、平皿、小皿に盛付を想定されている食事をご教
授下さい
（例）お椀　汁、飯　　平皿　おかず・揚げ物　　小皿　フルーツ

要求水準書（案）に関する質問への回答No.207を、「食器は飯
椀、汁椀、平皿、小皿の４種類を想定しています。具体的なサイ
ズ等については、以下のとおりを想定しています。
●飯椀・汁椀140㎜×58㎜　465ml
　ただし、飯椀と汁椀は、色もしくは柄を変える。
●平皿180㎜×39㎜　580ml
●小皿145㎜×33㎜　310ml
後段：１回の食器の使用点数は、基本的に3点と想定していま
す。」に修正します。
仮に提案により、飯椀と汁椀を同じサイズの種類とした場合は、
同種の椀２＋小皿の組み合わせも想定されます。
既存の給食センターでは、以下の組み合わせ等で提供していま
す。
【ご飯】　ご飯：飯椀　煮物：汁椀　揚物：小皿　など
【パン】　パン：平皿　汁物：汁椀　揚物：小皿　など
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

43 34 第２ 9 (2) カ

食器 質問回答Ｎo.207
お椀、平皿、小皿の3種類を想定していますが、具体的なサイズ
等は事業者の提案によるものとします。と記載ですが、現状使
用されている大きさと同等でよいですか。また、現状の大きさを
ご教示下さい。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.207を、「食器は飯
椀、汁椀、平皿、小皿の４種類を想定しています。具体的なサイ
ズ等については、以下のとおりを想定しています。
●飯椀・汁椀140㎜×58㎜　465ml
　ただし、飯椀と汁椀は、色もしくは柄を変える。
●平皿180㎜×39㎜　580ml
●小皿145㎜×33㎜　310ml
後段：１回の食器の使用点数は、基本的に3点と想定していま
す。」に修正します。

44 35 第2 9 (3)

洗濯乾燥機 「市職員用更衣室、洗濯・乾燥室」にロッカーと洗濯乾燥機（8kg）
が記載がございますが、洗濯・乾燥機（8ｋｇ）の設置場所は、市
職員用更衣室か洗濯・乾燥室のどちらに設置するかは、事業者
の提案に委ねられると考えてよろしいでしょうか。

市職員用の洗濯・乾燥室に洗濯・乾燥機を設置してください。

45 39 第3 2 (2)

業務期間 学校給食室の改修は、令和9年8月31日までに工事を完了する
ことと記載されておりますが、工事着手可能な時期をご教示くだ
さい。また令和8年の夏休み、令和９年の春休み等に事前に現
地の調査を行うことは可能でしょうか。

工事着手は、令和９年度の１学期が終了する７月下旬からの着
手となります。また、現地調査については、長期休業期間中で学
校運営に支障のない範囲で行うことは可能です。

46 41 第3 2 (3) エ

工事車両 工事車両の計画について、本体敷地西側と南側には水路があ
り接道していないため、本体敷地東側「姶良市姶良総合支所小
学校給食室別棟」の敷地からの工事車両通行は可能と考えて
よろしいでしょうか。

小学校給食室別棟の運営に影響を及ぼさない範囲で通行は可
能と考えています。

47 45  第3 4 (1)

業務の対象範
囲

本要求水準書のほか、「建築保全業務共通仕様書 令和５年版」
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）にも「準ずること。」との
記載を「参考にすること」に変更していただけませんしょうか。

要求水準書（案）に関する質問への回答の内容を反映し、要求
水準書（案）を修正することとします。

48 50 第3 4 (11)

食缶等の更新
業務

食缶等の「等（これら以外）」について、『食器・食具・食物アレル
ギー対象者用容器等を指します』とご回答を頂いておりますが、
配膳器具類や調理に使用する包丁やまな板・スパテラ等の調理
運営備品等は提案となりますでしょうか。

配膳器具類、調理に使用する包丁・まな板・スパテラ等の調理
運営備品についても、事業者の負担により適宜更新してくださ
い。

49 56 第３ 5 (7) ウ （ク）

配送責任者 配送責任者は、研修を受け十分に理解していれば「学校給食以
外の配送・回収業務の実務経験が２年以下の者を配置すること
も可能」とありますが、学校給食以外の実務経験２年以上の者、
学校給食の実務経験２年以下の者も配置可能でしょうか。

構いません。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

50 57 第３ 5 (7) ゥ

業務事業者 今回の事業計画期間中に提供食数が減少した場合に他の施設
が提供している配送校分の調理業務が加わる可能性はござい
ますか。

現時点で、そのような想定はございませんが、将来的に大幅な
食数の変化があった場合は、必要に応じて検討します。

51 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 「～なお、本市から転籍する調理員の給与水準は、本市が雇用
する条件を下回ってはならない。」とありますが、＜資料９ 本市
の学校給食調理員の雇用形態＞の内容だけでは、判断が困難
です。下回っているかどうかを判断する基準があればご教示願
います。また、給与水準は新給食センターが開業する令和9年
度までに変わりますでしょうか。変わる場合は、どの程度改定さ
れますでしょうか。

本市から転籍する調理員の給与水準は、資料9に示す年収を下
回らないようにしてください。
また、現時点で、給与水準の変更については分かりかねます。

52 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 「～本市の自校方式及び加治木学校給食センターで勤務する調
理員のうち、転籍を希望する者を雇用するように努めること。」と
ありますが、現在転籍を希望されている方はいますでしょうか。

現時点では、調理員の転籍希望の有無について把握していま
せん。また、事業契約の締結までに本市が意向調査等を行う予
定はありません。

53 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 資料９において、雇用形態Bの月給には、期末手当も含まれま
すでしょうか。また、勤勉手当について充当の基準をお示しいた
だけますでしょうか。

期末手当は月給に含まれません。勤勉手当は令和6年度から導
入した手当であり、雇用形態B全員を対象としています。

54 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 ＜資料９ 本市の学校給食調理員の雇用形態＞の雇用形態Aと
雇用形態Bの方の業務内容の違いがあればご教示願います。

雇用形態A、Bで業務内容に違いはありません。

55 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 加治木学校給食センターの運営体制として、調理主任は配置さ
れているでしょうか、また調理主任は資格を持っていますでしょ
うか。

加治木学校給食センターにおいては、業務責任者を１人配置し
ており、調理師免許または栄養士の資格を有し、学校給食施設
での調理経験が２年以上の者が選任されます。

56 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 要求水準書（案）に関する質問への回答No.239にて「市の会計
年度任用職員と民間事業者の職員を合わせて、63人が調理従
事者として勤務しています。」とありますが、63人のうち、市の会
計年度任用職員は何人でしょうか。＜資料９ 本市の学校給食
調理員の雇用形態＞の雇用形態A・Bの振分も含めご教示願い
ます。

市が任用する会計年度職員は46名です。雇用形態Aは16名、雇
用形態Bは30名です。

57 57 第3 5 (7) ウ (サ)

転籍者 蒲生学校給食センター及び小学校給食室別棟の職員は、継続
して勤務される予定でしょうか。

現時点では、その想定です。
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要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

58 58 3 5 (8) ア (ア)

食材検収 事業者は、本市の指示に基づき、食材の納入時に数量や品質
の点検・確認、記録、保存食採取等を行うこと記載があります
が、ここでの記録とは具体的にどの様な事かご教示願います。

事業者は、食材の個数や状態等を確認し、それを記録すること
を想定しています。異常等があった際には、事業者はその内容
について市へ報告することとしてください。

59 59  第3 5 (8) イ

食材保管 要求水準書（案）に関する質問への回答No245において、
食材は1週間分程度の保管を想定と記載がありますが、1週間
分保管する食材はどのようなものでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.245を、「皮むきなど
の処理がされている玉ねぎや人参、ごぼうなどを使用する場合
は、前日に納品することを想定していますので、2日間分の保管
が考えられます。なお、収納量については、現時点では想定して
いません。」に修正します。

60 59  第3 5 (8) イ
食材保管 「皮むきなどの処理がされている」野菜は、どのような状態（冷蔵

または冷凍）で納品されますか。
冷蔵保存で納品されます。

61 61 3 5 (9) コ

事業者におけ
る給食の確認

事業者による確認と記載がありますが、具体的に事業者の確認
はどのような確認を考えておりますか。

配缶前に調理する給食が献立どおりに完成したか、品質も含め
て確認することを想定しており、具体的な確認方法は事業者の
提案によるものとします。

62 63 第3 5 (11)

給食配送・回収
業務

現在、運用している学校給食センター方式の施設では、配送時
に運転手の他、運転補助人員を同乗させておりますでしょうか。
また、学校毎の安全確認を行いたいため、学校毎の敷地内の経
路確認を行うことはできますでしょうか。

現在、３つのセンターの配送では、必ず運転補助者が同乗して
いますが、山田小学校から北山小学校への配送については、運
転補助者は同乗していません。新たな施設においても、同様の
運用を想定しています。なお、学校内の経路確認については、
夏季休業中に配送校の見学を予定していますので、そこで確認
できると考えています。

63 63 第3 5 (11) ア (ウ)

給食配送・回収
業務

【要求水準書（案）に関する質問への回答No.254より】
揚げパン調理の際に調理後のパンを運搬する食缶等はどのよ
うなものを想定されていますか。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.254を、「本施設では
揚げパンの調理は、実施しません。」に修正します。

64 63 第3 5 (11) ア （ウ）

揚げパンにつ
いて

要求水準書（案）に関する質問への回答No254において、揚げ
パンの調理を本施設で実施することを想定しているとあります。
①揚げパンを調理する日の献立には他に揚物の調理がないと
いう理解でよろしいでしょうか。
②揚げパンに使用するパンの大きさをお示しください。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.254を、「本施設では
揚げパンの調理は、実施しません。」に修正します。

65 64 第3 5 (11) エ

配送車の待機
について

北山小学校以外の学校に配送車を待機させる場合の待機ス
ペースについては落札後に市や各学校と協議させていただき、
そのうえで決定するのでしょうか。

お見込みのとおりです。

11



要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

66 65 第3 5 (12) イ (イ)

残渣処理 毎回、学校毎に残食計量を記録することが示されていますが、
質問No157やNo253で飲み残し牛乳は汁物・煮物用食缶に入れ
て回収し、本施設で処理を行なうこととあります。飲み残しの牛
乳を入れる事で、汁物・煮物は正確な残食量を計量できないこと
になりますが、それで宜しいのでしょうか。

構いません。ただし、残食調査期間については、今後、検討して
いきます。

67
資料
11

駐車場舗装 駐車場の舗装構成をご教示ください。 駐車場を整備する用地においては、事業者の提案によるものと
します。

68

駐車場用地 駐車場を整備する用地について、5月に市で購入するとのことで
すが、農地転用に係る申請手続等は市で実施されるのでしょう
か。市で実施される場合、いつ頃を予定していますでしょうか。

駐車場を整備する用地の農地転用に係る申請手続き等はすで
に市で進めています。６月を目途にその結果が出る予定です。

69

駐車場用地 駐車場を整備する用地の東側道路との間には歩道があり、歩
道と東側道路には高低差があるため、現状では車での進入が
できない状況です。歩道の切り下げ工事は市で実施されますで
しょうか。

歩道の切り下げ工事も本事業の業務範囲です。

70

その他 炒め物は副食という扱いでよいですか（揚げ物・焼き物がないと
きに提供することを想定）。

お見込みのとおりです。

71

その他 想定献立における調理指示書は公表されますか。施設計画や
運営計画の検討にあたり、早めに公表していただきたい。

ご意見を踏まえ、入札公告までに指示書を提示することを検討
します。

72

その他 測量図は提供されますか。各社で前提条件がそろわない状況
で、提案することが懸念されます。前提条件をそろえるという意
味合いで、目安でもよいので提示いただきたい。

本施設を建設する用地の北側の増田484-4については、測量を
行っていますので、地積測量図を提示します。ただし、468-1ほ
かについては、測量を実施していませんので、任意の点間の辺
長など簡易的なものが提示できないか検討します。

73

その他 調理指示書を公表いただきたい。 ご意見を踏まえ、入札公告までに指示書を提示することを検討
します。

74

その他 北山小学校は生徒数が少ないですが、コンテナを他学年とまと
めることも想定されますでしょうか。

北山小学校は、職員含め全学年がランチルームで喫食していま
すので、食缶はそれぞれ１種類を想定しています。

75

その他 配置計画について、炊飯機能だけでも2階へ配置したいと考えて
いますが、問題ありますでしょうか。

衛生面、作業面で問題がないのであれば、一部の厨房機器を2
階に設置することは可能です。

12



要求水準書（案）に関する個別対話の回答

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) 項目等 確認内容 回答

76

その他 現在、小学校給食室別棟及び加治木学校給食センターから幼
稚園まではコンテナを使用して配送しているでしょうか。
また、各幼稚園までは何ｔトラックで配送されていますか。トラック
の寸法もあわせて教えてください。

幼稚園まではコンテナにより配送を行っています。幼稚園用コン
テナサイズは、小学校給食室別棟で使用しているものは間口
1350mm×奥行830mm×高さ1550mmで、加治木学校給食セン
ターで使用しているものは間口1250mm×奥行730mm×高さ
1410mmです。
また、小学校給食室別棟の配送車は最大積載量2,300㎏　長さ
590cm　幅220cm　高さ301cmで建昌幼稚園、帖佐幼稚園どちら
も配送可能です。加治木学校給食センターで使用する配送車
は、最大積載量2,000㎏　長さ560cm　幅219cm　高さ281cmと、
最大積載量2,000㎏　長さ487cm　幅189cm　高さ283cmで、錦江
幼稚園はどちらの車両でも配送可能ですが、加治木幼稚園は、
最大積載量2,000㎏　長さ487cm　幅189cm　高さ283cmの車両
でしか配送できません。

77

その他 事業者はコンテナを配送し各校の配膳室に置くだけでよいので
しょうか（資料12には点線で囲まれたコンテナが記載されていま
す）。あるいは食器食缶を配膳棚に入れるなどの作業もあるの
でしょうか。
実施方針に関する質問への回答No.9とNo.10は、配膳室整備す
る８校だけでなく、19校園（山田は１ヵ所とカウント）すべての配
送校の見学会を検討していただけると理解してよいでしょうか。
配膳室の内部はもちろんコンテナを降ろすプラットフォームを確
認しないと配送車を選定できないと考えていますのでよろしくお
願いいたします。

事業者はコンテナを配送し、各校の配膳室に置くのみでよいで
す。配膳棚はパンなど、学校へ直送されるものを設置するため
のものです。
配送校の見学については、入札公告後の夏季休業期間中にお
いて、給食室内部も含めたすべての配送校の見学会を実施す
ることを検討しています。

78

その他 各学校に配膳員は配置されますでしょうか。 専属の配膳員を配置する予定はありません。各配送校における
配膳については、学校教職員及び児童生徒等により対応するこ
とを想定しています。

79
その他 従事者の作業環境について書く項目は入りますか。 入札公告時に公表する落札者決定基準及び様式集を確認して

ください。

80
その他 火山灰対策として想定しているものはありますか。 特に火山灰対策として想定しているものはありません。
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